
第１６回大阪府女子剣道優勝大会（個人戦・団体戦）要項

１、趣　旨    大阪府における女子剣道の普及と女子剣道愛好者に生涯剣道の目標と機会をもうけ、 ９、参加料 ①　個人戦参加料・・・１名￥1,000-（非会員は1名￥2,000-とし、個人戦に参加する者全てから徴収する。

健康の増進と技能の向上を図り、広く女子剣道の振興に寄与すると共に剣道を通じて、 ②　団体戦参加料・・・１チーム￥3,000-（チーム内に非会員が含まれる場合は、1名当たり

お互いの交流を深めるために本大会を開催する。 　　　　　　　　　　　　￥2,000-を加算する。団体戦申込者からも個人戦参加料を徴収する。）

２、実施日 令和元年１２月１４日（土）　９：３０　受付、１０：００　開会 １０、表　彰 参加選手に参加賞を贈る。ただし、参加者数が制限数を大きく下回った場合、この限りではない。

３、会　場 大阪府立臨海スポーツセンター　　ＴＥＬ：０７２－２６８－８３５１ 　（個人戦） ①　各部門の優勝から第三位までの選手には賞状とメダルを授与する。

大阪府高石市高師浜丁６－１　（ 南海線　高師浜線「高師浜駅」下車すぐ ） 　（団体戦） ①　各部門の優勝チームには、大阪市スポーツ協会より市体協会長杯を授与する。ただし、持ち回りと

４、主催等 主催：公益社団法人 大阪府剣道連盟　　　後援：大阪市スポーツ協会 　　 する。

５、参加資格 （１）　段級位制限なし。 ②　各部門の優勝から第三位までのチームには大阪府剣道連盟より賞状とメダルを授与する。

（２）　会員のほか、府下で活動する府内在住在勤の女性 １１、その他 ①　傷害処置・・・主催者は、大会中の出場選手の傷害に対し（往復途上を含む）、傷害保険に加入する。

（３）　年齢基準は令和元年12月14日（大会当日）を基準日とする。 　傷害が発生した場合、応急手当を施し、以後は傷害保険により処置する。

（４）　選手は垂の中央に「名札（チーム名と姓）」を必ず着けること（府下で活動する団体名）。 ②　各自、赤・白の目印（タスキ）を用意して下さい。

（５）　今大会は、個人戦と団体戦を行いますので、条件を踏まえて両方の参加が可能です。 ③　掲示用選手オーダー表の提出は不要です。

　（個人戦） ①　出場選手を５部門に区分する。

＜１部＞　４８名以内　　　１８歳以上（高校生は除く）～２９歳以下 　　第１６回大阪府女子剣道優勝大会　個人戦　参加申込書

＜２部＞　４８名以内　　　３０歳以上～３９歳以下　　　 　 　

＜３部＞　４８名以内　　　４０歳以上～４９歳以下

＜４部＞　２４名以内　　　５０歳以上～５９歳以下

＜５部＞　２４名以内　　　６０歳以上 連絡責任者　氏名

　※ただし、上記の制限数を上回った場合、大剣連登録団体に所属する会員を最優先する。 　　　　電話番号

　　また、参加者数の多い団体については調整を行なう場合がある。 区　分 年　齢

　（団体戦） ①　出場選手を２部門に区分する。

＜１部＞ 　　２４チーム以内・・・１８歳以上（高校生は除く）、３９歳以下の者によって編成されたチーム 大剣連№

　　　　　　　　　　　　　（４０歳以上の者の出場は可）

＜２部＞ 　　２４チーム以内・・・４０歳以上の者によって編成されたチーム 大剣連№

 　　　　　　　　　　　　　（３９歳以下の者の出場は不可）

②　チーム編成は３人制とする。ただし、１部は六段以上の者の出場は1名以内とし、２部は 大剣連№

　　六段以上の者の出場は２名以内とする。補欠登録はいずれもは１名以内とする。また、　

　　２名で編成する場合は、先鋒を「欠員」とする。 大剣連№

③　選手の配列は年令順（生年月日順）とし、大将が最年長者とする。

④　同一加盟団体からの出場を２チームまでとする。また、他団体との混成チーム編成の出 大剣連№

　　場も認める。他団体と混成する場合は、府下で活動する団体名とし、チーム構成員全員

　 　　が名札のチーム名を揃えること。 大剣連№

※受け付けは先着順とし、上記の制限数を上回った場合　会員によって編成された大剣連

　登録団体のチームを最優先する。 　　　第１６回大阪府女子剣道優勝大会　団体戦　参加申込書

６、出場の申込み 令和元年１１月９日（土）までに大剣連事務局まで参加費を添えて、申込むこと。 　1　部　・　２　部　　（どちらかに○）

選手（申込書記載）の変更 チーム名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

選手申込書提出後に選手を変更する場合は、１１月１８日（月）迄に選手の変更を書面で提

出すること。１１月１８日以後（試合当日含む）は、補欠選手以外の選手変更は受け付けない。 　　　　先　鋒 　　　　中　堅 　　　　　大　将　 　　　　　補　欠

７、組合せ 大会実行委員会において、厳正公平に抽選を行い、決定する。 段 位

８、試合・審判 （１）　全日本剣道連盟 剣道試合・審判規則、並びにその細則、及び大会申し合わせ事項

　および試合方法 　　により行う。

　 （２）　試合は、トーナメント方式により行うが、出場者・出場チーム数が少ない場合はリーグ

　　戦とする。

（３）　個人戦 → 団体戦の順で行う。

　（個人戦） 　試合は３本勝負とし、試合時間は３分とする。試合時間内に勝負が決しない場合は、判定

によって勝敗を決する。ただし、準決勝戦と決勝戦については、時間内に勝敗が決しない場

合は、時間を区切らず勝負の決するまで延長戦を行う。 大剣連№ 大剣連№ 大剣連№ 大剣連№

　（団体戦） 　試合は３本勝負とし、試合時間は３分とする。試合時間内に勝負が決しない場合は、引き 所 属 団 体 名

　 分けとする。両チーム同勝者数・同本数の場合は、代表者戦を行う。代表者戦（任意の者に 年 齢

よる）は１本勝負とし、時間区切らず勝負の決するまで行う。　 ※　この用紙が不足の場合は、コピーしてください。
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